
 

1 最新の活動情報をブログで配信中。 

 １．県議会12月定例会開催（概要説明）  

     【11月30日～12月21日まで】 

新県立中央図書館設置

に関する要望書を取りまと

め、木苗県教育長に提出

し説明。 

本定例会は、予定よりも１日早く開会となり、初日

は知事提案説明の後、職員給与に関する審議を先行し

て行い、続いて令和元年度決算審議が続き、賛成多数

で可決しました。また、「新型コロナウイルス感染症

に係る誹謗中傷等の根絶に関する決議」を全会一致で

採択しました。社会一般に新型コロナウイルス感染症

の影響による景気低迷で事業収益が下がり、また所得

も下がり、この時期、賞与にも大きく影響し、改めて

感染症の影響の大きさを痛感しています。 

 

１２月補正予算では、一般会計が全体で約１０億円

でありその内訳は、「新型コロナウイルス感染症対策

に要する経費」が５億円程度、当初予算編成後の事情

変化により必要となった経費等が、約６億円程度、見

直し等による事業費の減額がマイナス6,700万円程度

となっています。 

新型コロナウイルス感染症対策の内訳は、ＰＣＲ検

査等を行う「発熱等診療医療機関」への協力金支給

や、子ども食堂などの「子どもの居場所」の感染対

策、生活者や事業者への支援などで、私達会派の提言

で実現した「県民支え合い基金」も活用されているこ

とにホッとしています。 

しかし、県内各地でクラスターが発生し、その抑制

に対しては行政だけでなく県民の理解と協力がなけれ

ば解決できないことであり、常任委員会の議論の中で

も感染情報をどのように伝え理解を求めるのか、それ

により風評被害や誹謗中傷などを徹底的に押さえるこ

とが大きな課題であり、注目すべき今定例会の課題の

一つであったと認識しています。 

私が所属する常任委員会である「危機管理くらし環

境委員会」における論戦では、「地震・津波アクショ

ンプラン２０１３の進捗について、１８７のアクショ

ン中９割以上が順調に進んでいるが、遅れているアク

ションに対する取り組み」、「コロナ禍における防災

訓練の対策について」、「総合防災アプリ機能の拡大

と分かりやすい利用法」、「リニア中央新幹線静岡工

区における県から流域住民等への説明会の方法と今後

の予定及び命の水を守るという観点での県民に対する

分かりやすい説明について」、「水道事業の広域化の

推進、関係市町等と連携について」、「コロナ禍にお

ける移住施策の県の戦略」、「ＮＰＯ活動における基

本方針の考え方への見直し」等が議題となりました。 

 

今後の活動予定ですが、国の令和３年度予算編成の

内示に基づき、本県の令和３年度予算編成が本格化す

るのに伴い、１６日に当会派が提出した要望に基づく

予算折衝が本格化します。１月２２日は、第２回令和

３年度当初予算の説明、２月１日知事折衝が予定され

ており、例年とは大きく様相の異なる年末年始となり

そうです。 
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市が富士市大淵に整備予

定の工業団地は、私の提

言により県企業局の協力で

工期短縮を実現した。 

聴覚障害者（児）治療に

おいて人工内耳装着後の

療育体制整備について副

知事に申し入れた。 

今年度は、県議会危機管理くらし環境委員  党県連政務調査会長に就任 
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  （１） 新型コロナウイルス感染状況と対策 

会派を代表し知事に新型コロナウイル

ス感染症対策の緊急要望を申し入れ。 

富士市のクラスター対策を、植田、早

川県議と共に緊急申し入れ。 

県看護連盟から医療現場における感

染症対策要望を聴取した。 

 



 

3 
最新の活動情報をブログで配信中。 

 （３） 新ビジョン（県総合計画）の2020年度評価  

 （２） 令和3年度当初予算に向けた要望書の要旨  

 過日、会派３役で臨んだ、菅総理・都道府

県連とのリモート対話において、菅総理は

「国の令和2年度の第3次補正及び令和3年度当

初予算」に関し、「新型コロナウイルス感染

症の拡大防止」、「雇用支援など経済政

策」、「国土強靱化に関する５か年計画の策

定」の３柱を掲げており、しっかり取り組ん

でいく決意を述べられました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、

本県の令和３年度の財源不足は３８２億円と

見積もられ、ウイズコロナ、アフターコロナ

時代においても「持続可能な本県の実現」の

ため、コロナ禍で厳しい財政状況を踏まえつ

つ効果的な県政運営を進めていかねばなりま

せん。そこで、財源確保のために私たち会派

も国への要望活動などで、後押しをしていま

す。 

 例えば、「防災・減災 国土強靱化のため

の３か年緊急対策」の継続を求め、県議会９

月定例会での意見書案作成、自民党県内各支

部から国への要望活動など実施し、新たな国

土強靱化事業の後押しを実施しました。 

 今後も続く、防災・減災対策、人口減少や

少子化対策、県民に身近な生活環境の整備、

実効性のある地域包括ケアシステムの構築、

地域企業の活力向上など、重要な課題解決に向

け、英知を絞り、取り組まねばなりません。 

 これらを背景に、県内各地

の政調会や各団体等から聞き

取り調査を行い、県民の求め

る重点事項について、政策体

系ごとに予算要望をとりまと

めましたので、予算編成にあ

たっては、充分な対応をされ

るよう要望します。 

 令和３年度当初予算要望を

まとめるにあたり、要望書の

編集方法を本県総合計画の政

策体系に合わせ整理しました

ので、今後、私たちと当局と

の議論に「より」わかりやす

さを求めました。 

 要望内容は継続分と追加分

を合わせ２３０項目とそれぞ

れに細目を記述しました。新

規分は６５項目あります。 

 要望項目の最終章には「新

型コロナウイルス対策」につ

いて取りまとめ、令和３年度当初予算を待たず、可能

な限り迅速な取り組みを求めています。 

知事に令和３年度当初予算にす

る要望書を手渡す。 

要望書を取りまとめた政務調査

会長として、内容を説明した。 



 

4 
最新の活動情報をブログで配信中。 

 ３．議会外の視察・研究報告 
林業振興、会派勉強会、国要望、富士山観光等 

補正予算の概要について、

財政当局から説明を受ける。

各定例会前に情報を得て、

論戦に備える。 

 ◆12月議会で決定した国へ提出される意見書 

 ① 農地バンク事業の満期更新時の手続き簡素化

 ② ４、５歳児の保育士の配置改善加算の早期実施 

 ③ 北朝鮮による拉致問題の早急な完全解決 

 ④ 介護サービス事業所の経営安定化に向けた財政支援 

 ⑤ 不妊治療の公的医療保険適用 

 
  

 今年は新型コロナウイルス感染症に振り回された１年でし
た。感染症対策が最優先であり、政務調査会長に就任し
たのは予定よりも１ヶ月早く始まり、各方面から相談を受け
たコロナ対策を実現するため、知事に対する緊急要望や
次年度予算等、常勤の日々が続きます。 

ホットなつぶやき 

今泉地区県道沿いの歩道は

一段高く、交差点の手前にあ

り、運転者は他車両に気を取

られ事故防止策が必要。 

国道1号バイパス早川交差点

横断歩道の安全対策予算が

決まり、工事概要を国から地

元民とともに説明を受けた。 

富士地域の広域的な課題に

ついて議長に要望。今後の

フォローは地元選出議員の責

任として実施していく。 

野田聖子衆議院議員を訪

ね、地域課題などに意見を

求めた。女性議員を増やす

ためにも国の動向は重要。  

  県政相談窓口 ♥お気軽にどうぞ！ 

 地域の課題、道路・河川等の整備等についてのご相談窓

口です。ご相談いただいた内容については、必要に応じ関

係機関と調整しますが、内容に応じてお時間がかかること

もありますので、ご容赦下さい。 

  発行者：静岡県議会議員 鈴木すみよし事務所 

  「県政相談窓口」および「らしんばん」連絡先 

    静岡県富士市比奈1418番地の2〒417-0847 

   ☎ 0545-34-0683 FAX.0545-38-0070 

  メールアドレス himena@tokai.or.jp 

  ホームページ http://sumiyoshi.info/ 

  ブログ http://blog.goo.ne.jp/sumiyoshi1956/ 

富士地域の観光産業は、新

型コロナウイルス感染症の影

響が甚大で、関係者にお集ま

りいただき、情報収集。 

（様々なリスクへの対応） 
 本県においては、10月末以降、様々な新型コロナウイルス感染症の

クラスターが相次いで発生し、集中的に感染者が発生するなど、急激

な感染拡大が続いており、引き続き徹底した感染拡大防止策が必要。 

 新型コロナウイルス感染症の影響下において、新しい生活様式によ

るこころの問題等が増加しており、誰も取り残さないセーフティネッ

トの構築が必要。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う臨時休業により、子ど

もたちに対し健やかな学びの場を提供することの重要性を再認識。 

 新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえ、近年激甚化する自然災

害や様々な災害に備え、県民が安心・安全に生活するための基盤整備

が必要。 

（厳しい経済状況への対応） 
 中小企業の経営環境は厳しく、引き続き、国と連携した資金繰り支

援が必要。 

 本県の有効求人倍率は、本年６月以降1.0倍を下回るなど、厳しい

雇用情勢への対応が必要。 

 新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、需要が喪失。輸

出の大幅な回復が見込めない中で内需の拡大が課題であり、特にＧＤ

Ｐの５割以上を占める個人消費の喚起策が必要。 

 さらに、依然として感染症の収束が見通せない中、観光産業は深刻

な打撃を受けており、落ち込んだ観光需要の早期回復が課題。 

 非接触・遠隔に対応した業態転換やビジネスモデルの構築やデジタ

ル化の推進への対応が必要。一方、デジタル対応を担う産業人材が不

足。 

 感染が拡大するなか、サプライチェーンの寸断により、自動車産業

など製造業等が大きな打撃。また、マスク・ガウン等の医療資材や医

療機器が深刻な不足状態に直面。 

（大きく変化する生活様式や価値観への対応） 
 在宅勤務を経験した多くの方が、一人で集中する部屋がない、仕事

と子育ての切り替えが難しいなどの不満を感じており、「新しい生活

様式」に対応するための住環境の整備が必要。 

過密状態の大都市のリスクが改めて認識されたことによる、テレワー

クの普及への対応が必要。 

 時間や場所に捉われない柔軟な働き方が広がった結果、通勤時間の

削減による余暇時間の増加やライフスタイルが変化。 

 感染予防による外出自粛などにより、高齢者の身体機能や認知機能

の低下などが懸念されこれまで以上に、科学的知見を活用した健康づ

くり支援が必要。 

 また、学校の臨時休業等、非常時における学習環境の有効性の担保

とともに、新たな時代に対応した多様な学びの場が必要。 

 生活様式や価値観が大きく変化し、地方回帰の動きが強まってお

り、これを機に首都圏等からの人の流れを呼び込むことが必要。 

（４） コロナ禍における県の今後の動きは 

 ４．地域の課題と進捗状況


